
7款　3項　1目

【会計】一般会計

7款：土木費　3項：都市計画費　1目：都市計画総務費

264

【予算額】

一般財源 国庫支出金 県支出金 地方債 その他特財

1,461千円

【事業の概要】

【予算額の節別内訳】

予算額

1 報酬

都市計画審議会委員報酬 428千円

9 旅費

費用弁償 23千円

普通旅費 288千円

特別旅費 80千円

11 需用費

消耗品費 370千円

食糧費 9千円

14 使用料及び賃借料

有料道路通行料 20千円

19 負担金補助及び交付金

各種研修負担金 43千円

千葉県都市協会負担金 25千円

(財)都市計画協会負担金 171千円

地区計画制度連絡協議会負担金 4千円

千葉県都市協会負担金

(財)都市計画協会負担金

地区計画制度連絡協議会負担金

事業の概要

・都市計画法に基づき、都市計画審議会に係る事務を行います。
・窓口業務等の事務により、都市計画に係る事項について対応します。
・各種会議、研修会により、まちづくりに関する情報を収集します。

平成27年度　当初予算要求事業内容説明書

第5章　｢住環境が整備された住みやすいまちづくり｣

～都市基盤整備の充実～

基本施策1　個性が活きる、住み続けたいまちにします

施策1　計画的で均衡のあるまちづくりに努めます

事業 都市計画一般事務費

担当所属 都市計画課

予算要求額
（財源内訳）

1,461千円

事業の目的

・都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、公共の福祉の増進に寄与するために、計画的なまちづくりを推進
します。
・都市計画審議会の調査、審議等により、都市計画決定に係る適切な事務の実施を図ります。
・継続的な情報収集により、まちづくりに係る立案等に寄与します。

事業の効果

社会情勢及び地域の状況を鑑み、都市計画決定及びまちづくりに係る立案等を行うことで、都市の健全な発
展と秩序ある整備を図ることができます。

節 説明

都市計画審議会委員報酬（１４人分）

都市計画審議会委員（１４人分）に対する交通費

職員の出張に要する交通費

職員の出張に要する交通費（目的が特定されるもの）

都市計画審議会の実施に係るお茶代（１４人分）

出張時有料道路通行料

都市計画研修等への参加費（４人分）



1,461千円

【活動指標・成果指標】　

計画的な土地利用が図られて
いると思う市民割合

23%

計

指標名 平成27年度計画値


